
 

特定教育・保育施設の利用定員の変更について 

 

１．確認制度と利用定員について 

○ 子ども・子育て支援新制度では、学校教育法、児童福祉法等に基づく「認可」を 

 受けていることを前提に、施設・事業者からの申請に基づき、市町村が対象施設・ 

事業として「確認」することにより、給付による財政支援の対象となります。 

○ 具体的には、給付の実施主体である市町村が、認可を受けた特定教育・保育施設 

（認定こども園、幼稚園、保育所）、特定地域型保育事業所（家庭的保育、小規模保 

育、居宅訪問型保育、事業所内保育）に対して、その申請に基づき、各施設・事業 

の種類に従い、支給認定区分（１号認定、２号認定、３号認定）ごとの利用定員を 

定めた上で、給付の対象となることを確認し、給付費（委託費）を支払うことにな 

ります。 

 

２．利用定員の変更施設について 

施設・事業の種類 保育所 

施設名 啓明保育園 

所在地 瑞浪市土岐町７１９２－３ 

認可定員 １５０名 

利
用
定
員
（
人
） 

 1号認定 2号認定 
3号認定 

合 計 
0歳 1・2歳 

変更前 － １０８  ６  ３６ １５０ 

変更後 －  ７５  ５  ２０ １００ 

増 減 － △３３ △１ △１６ △５０ 

変更予定年月日 令和２年４月１日 

変更理由 
園児の減少傾向が継続しており、安定的な運営を図るため、

実情に合わせた利用定員へ変更したい。 

利用実績（人） 

4月 1日現在 

H27 H28 H29 H30 R1 

９０ ９８ ９６ ８６ ８４ 

 

※利用定員の変更 

確認対象の施設・事業の利用定員を変更する場合、子ども・子育て支援法の規定により、市 

町村が利用定員を増加・減少させる場合は都道府県知事への協議が必要になります。また、 

定員を減少させる場合には３ヶ月前までに施設長が市町村に届けることが必要です。 

利用定員を変更する場合、子ども・子育て会議の意見を聴くことは義務付けされていません。 

資料１ 


